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平成２０年６月６日

経 済 産 業 省

特定商取引法違反の訪問販売業者に対する

業務停止命令（６か月間）について

経済産業省は、訪問販売によりロコ・ロンドンまがい取引を行っていたあさひアセッ

トマネジメント株式会社（本社：東京都文京区湯島）に対し、特定商取引法第８条第１

項の規定に基づき、本年６月８日から１２月７日までの６か月間、訪問販売に関する勧

誘、申込みの受付及び契約の締結を停止するよう命じました。

認定した違反行為は、不実告知、契約書面等における記載の不備です。

１．あさひアセットマネジメント株式会社（以下「同社」という。）は、金などを対象と

した「グローバルスポットトレード」と称する貴金属スポット保証金取引に関する役務

の提供を行っているところ、同社は、この役務提供契約の締結について勧誘する際、消

費者から預かる資金について「保証金は分離保管されています。」等と告げ、取引ガイ

ドにも同様の記載をしていましたが、実際には分離保管をしていませんでした。

２．また、同社は、勧誘の際、明確な根拠を有していないにもかかわらず、「金の価格は

もうこれ以上は上がらない。金の価格はこれから下がる。」、「損は絶対にしませ

ん。」等と告げ、あたかも金価格が必ず下がり、また消費者が損をすることがないかの

ように不実のことを告げていました。

３．同社が契約の際に消費者に交付する契約書面等に、契約の解除に関する事項に係る記

載の不備と事業者の代表者の氏名に係る記載の不備がありました。

４．なお、平成１９年７月１５日付施行の特定商取引に関する法律施行令の一部を改正す

る政令で、ロコ・ロンドンまがい取引等が指定役務に追加されました。本件は、経済

産業省として、改正後の当該政令適用に係る最初の行政処分となります。

また、これに先立ち、５月２８日、千葉県警察本部に対し、刑事告発を行いました。
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本件に関する問い合わせ先】【

経済産業省消費者相談室 電話０３－３５０１－４６５７

北海道経済産業局消費者相談室 ０１１－７０９－１７８５

東北経済産業局消費者相談室 ０２２－２６１－３０１１

関東経済産業局消費者相談室 ０４８－６０１－１２３９

中部経済産業局消費者相談室 ０５２－９５１－２８３６

近畿経済産業局消費者相談室 ０６－６９６６－６０２８

中国経済産業局消費者相談室 ０８２－２２４－５６７３

四国経済産業局消費者相談室 ０８７－８１１－８５２７

九州経済産業局消費者相談室 ０９２－４８２－５４５８

沖縄総合事務局経済産業部消費者相談室 ０９８－８６２－４３７３
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あさひアセットマネジメント株式会社に対する行政処分の概要

１．事業者概要

（１）商 号：あさひアセットマネジメント株式会社

（２）代表取締役：宮内 一仁

（３）所 在 地：本店：東京都文京区湯島三丁目２番１２号

支店（名古屋）、コールセンター（東京）

（４）資 本 金：２００万円

（５）設立年月日：平成１９年１０月１日

（６）取 引 形 態：訪問販売

（７）取 扱 役 務：貴金属の売買に関する取次業務

（８）取 扱 価 格：委託手数料（往復）１枚当たり１０，５００円（税込み）

（１枚は トロイオンス（保証金 万円）分）100 50
（９）預 り 金：平成２０年３月３１日現在 １，７５４百万円

２．取引の概要

あさひアセットマネジメント株式会社は、「グローバルスポットトレード」と称する

貴金属スポット保証金取引（保証金の預託を受けて海外の商品市場の商品価格を利用し

米ドル建てで行う金又は銀を対象とした貴金属に係る物品の差金決済による売買取引）

に関する役務の提供に係る事業を行っている。

同社は、同社コールセンターの従業員や営業員からの電話に関心を示した消費者の住

居等に営業員を訪問させ、当該消費者に対し役務提供契約の締結について勧誘させるこ

とにより、当該住居等において当該契約の申込みを受け、当該契約を締結させていた。

同社は、勧誘に当たり、「保証金は分離保管されています。」、「金はもうこれ以上

は上がらない。金はこれから下がる。」、「損は絶対にしません。」等と消費者に虚偽

の説明を行っていた。

３．業務停止命令の内容と期間

（１）業務停止命令の内容

特定商取引法第２条第１項に規定する訪問販売に関する業務のうち、次の業務を停

止すること。

①訪問販売に係る役務を有償で提供する契約（以下「役務提供契約」という。）の締結

について勧誘すること。

②訪問販売に係る役務提供契約の申込みを受けること。

③訪問販売に係る役務提供契約を締結すること。

（２）業務停止命令の期間

平成２０年６月８日から平成２０年１２月７日まで（６か月間）
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４．業務停止命令の原因となる事実

同社は以下のとおり、特定商取引法に違反する行為を行っており、訪問販売に係る取

引の公正及び役務の提供を受ける者の利益が著しく害されるおそれがあると認められた。

（１）法定交付書面の記載不備（特定商取引法第５条第１項）

同社が契約の締結に当たって消費者に対して交付する契約書面等において、契約の

解除に関する事項に係る記載及び事業者の代表者の氏名に係る記載に不備があった。

（２）不実告知（特定商取引法第６条第１項）

①役務の内容に関すること（同項第１号）

同社は、勧誘に当たり、消費者の資金について実際は分離保管をしていないにもかか

わらず、「保証金は分離保管されています。」等と消費者に虚偽の説明をしていた。

②判断に影響を及ぼす重要なもの（同項第７号）

同社は、勧誘に当たり、「金はもうこれ以上は上がらない。金はこれから下がる。」、

「損は絶対にしません。」等と虚偽の説明を行って消費者を勧誘していた。

５．勧誘事例

【事例１】

消費者Ａは、あさひアセットマネジメント（株）の従業員からの電話で「今、金が

３０年ぶりの高値になっています。」などと説明され、「必ず下がっていきますか

ら。」と告げられた。

後日、あさひアセットマネジメント（株）の営業員Ｚや以前消費者Ａ宅を訪れた営

業員Ｚ’が消費者Ａに電話をかけ、「３０年ぶりのチャンスです。」などと勧誘した

ので、今この取引を始めれば儲けを出すことができると思った消費者Ａは取引をする

と答え、訪問してもらうこととした。

約束の日に訪問した営業員Ｚ’は消費者Ａに「今は売りスタートがいいです。売り

スタートの場合は下がった幅がプラスになります。」、「売りスタートの場合はスワ

ップポイントがついてきます。５０万円につき７００円がついてきます。逆に買いス

タートのときは１枚につきお客さんから９００円を払ってもらうことになりま

す。」、「保証金は分離保管されています。」などと告げ、消費者Ａは契約し２００

万円を預けた。

また、後日、別の営業員Ｚ”からの電話勧誘を受けた消費者Ａは１００万円を追加

した。

ところが、その後、消費者Ａはあさひアセットマネジメント（株）の別の営業員

Ｚ”’からの電話で「見通しが全く逆になってしまった。３００万円は売りをかけた

ので、戻って来ない。」、「追加のお金を払ってもらわないといけない。」と告げら

れ、結局、その後さらに追加入金した額を含め３００万円以上の損失を被った。
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【事例２】

消費者Ｂはあさひアセットマネジメント（株）の従業員から「これから金の価格が

値下がりします。今がチャンスですので、金の取引をしませんか。金スポット取引と

いいます。ロンドンの金取引です。」、「銀行にお金を預けるよりも、うちにお金を

預ける方が金利がつきます。」などと勧誘の電話を受け、２度目の勧誘電話で「３０

年に１度のチャンスなんですよ。」などと繰り返し勧誘されたので、消費者Ｂは会う

ことを約束した。

約束の時間に営業員Ｙが消費者Ｂ宅を訪れ「これからは金が値下がりします。」、

「この金スポット取引は、他の取引に比べてリスクも少ないですが、利益も少ない、

こつこつ型の取引です。安心して始めていただけます。」、「今は金の値段が高騰し

ているので、今なら間違いなく利益が出ます。」、「元本が保証されます。」、「金

スポット取引は銀行にお金を預けておくより安全な取引です。」などと告げたが、消

費者Ｂは、その日は営業員Ｙに帰ってもらった。

後日、あさひアセットマネジメント（株）の従業員から消費者Ｂに電話があり、

「金が最高値をつけました。もうこれ以上金の価格が上がることはありません。今後

は、金の価格は下がるだけですので、利益が出ることは確実です。今取引を始めるべ

きです。今がチャンスです。」と勧誘したので、もうこれ以上金の価格が上がること

がなくて今がチャンスのときなら取引してみようと思った消費者Ｂは取引すると答え

再度訪問を了承した。

約束の日、別の営業員Ｙ’が消費者Ｂ宅を訪問し、スワップ金利が毎日付くことや

ロンドン市場の金の価格を使って取引をしていること、海外の銀行と取引を行ってい

ることなどを告げた。そして営業員Ｙ’は、「今なら戦争でも起こって金の価格が上

がらない限り、元本が割れることはありません。」、「元本はそのままお返しします

し、その上、利益も付いてきます。」、「今なら元本保証で利益が出ると断定して言

うことができます。」などと告げた。

さらにリスクの説明で「取引の仕組みとしては、追加入金ということは起こり得ま

すが、今のような３０年に一度のチャンスのときなら、ここで書いているようなリス

クはないでしょう。」と告げたので、消費者Ｂは、今のタイミングで取引を始めれば

営業員Ｙ’のリスクはないという言葉を信用し、追加入金は自分には関係のない話だ

と思って契約をしたが、金の価格が上がって損をするかもしれない取引であれば契約

はしなかった。

さらに数日後、あさひアセットマネジメント（株）の別の営業員Ｙ”が消費者Ｂに

電話し、「今なら、絶対と言ってもいいんです。利益が保証されます。」などと告げ

しつこく追加入金を勧誘した。消費者Ｂは断ったが、営業員Ｙ”から再度の勧誘電話

を受け、「３００万円預けると１～２週間で、１５０万くらいの利益になるんで

す。」などと告げられ執ように勧誘されたので、そこまで言うのだったら信じてみよ

うと思った消費者Ｂは追加の資金を預けた。

その後も、あさひアセットマネジメント（株）の別の営業員Ｙ”’から消費者Ｂに

電話があり、「金は今、最高値をつけているので、これ以上価格は上がりません。も
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う少し投資しませんか。」と消費者Ｂを執ように勧誘し、消費者Ｂが資金がないと断

ってもしつこく勧誘が続いた。

ところが翌日、この営業員Ｙ”’から「追証がかかっています。追加で３００万を

今日中に入金するか、決済するかのどちらかを選ぶ必要があります。」と告げられ、

両建が一番妥当な方法だと説明された消費者Ｂは、そうするしかないと思った。

結局、消費者Ｂは消費者センターや弁護士に相談して取引を終了したが、損失を被

った。

【事例３】

消費者Ｃはあさひアセットマネジメント（株）の従業員からの電話で「貯金よりも

良い商品で、いい話ですよ。」と告げられ、会うことを了承した。

消費者Ｃ宅を訪れたあさひアセットマネジメント（株）の営業員Ｘは、「２口１０

０万円だと、１日１４００円の金利がつき、損は絶対にしません。」、「１００万円

出してもすぐに元が取れますよ。」などと取引を勧めたので、消費者Ｃは儲かる取引

だと思って契約することにしたが、損をすることもある取引ならば契約しようとは思

わなかった。

数日後に営業員Ｘが再度消費者Ｃを訪れた際も営業員Ｘは同様のことを告げ、消費

者Ｃも元本保証で金利がつく取引だと思っていたので契約をした。

結局、消費者Ｃは、営業員Ｘに損は絶対にしないと言われたにもかかわらず、短期

間に多額の損失を被った。

【事例４】

消費者Ｄは、あさひアセットマネジメント（株）の従業員からの電話の後、営業員

Ｗからの電話により自宅への訪問を了承した。

翌日、消費者Ｄ宅を訪れた営業員Ｗは取引について説明し、「金はもうこれ以上は

上がらない。金はこれから下がる。」などと告げ、消費者Ｄに金の取引を勧めた。

消費者Ｄは営業員Ｗのこれから金は下がり儲かるという説明を信じ契約をする気に

なって、後日、営業員Ｗが再度消費者Ｄ宅を訪れた際に、ロンドンの金のスポット取

引の契約をし、営業員Ｗに２００万円を預けた。

さらに数日後、別の営業員Ｗ’が「金はこれ以上、上がるはずがない。」などと電

話で消費者Ｄを勧誘したので、消費者Ｄは２００万円を追加した。

ところが、その後、あさひアセットマネジメント（株）営業員からの電話で、金の

値が上がったため追加で４００万円が必要と言われた消費者Ｄは、以前の話と違って

いたので取引を止めることにしたが、結局、多額の損失を被った。


